
（決議事項）                
 
 

第１号議案 剰余金処分の件 

 

剰余金処分の内容は、以下に記載のとおりであります。 

 

当社としては、高速道路事業の将来の不確定要因に備えるため、高速道路事業

に係る当期純利益相当額を高速道路事業別途積立金として積み立てさせていただ

きたく存じます。 

なお、可能な限り自己資本の充実に努めるため、当期は無配当とさせていただ

きたくお願いいたします。 

 

 

（剰余金の処分に関する事項） 

 

１．増加する剰余金の項目とその金額 

高速道路事業別途積立金    ４，３９６，２１４，１２４円 

 

２．減少する剰余金の項目とその金額 

繰越利益剰余金        ４，３９６，２１４，１２４円 
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第２号議案 取締役選任の件 

  取締役６名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、取締

役６名の選任をお願いしたいと存じます。 

  取締役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 

番号 
氏 名 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 

（重要な兼職の状況） 

所有する

当社の 

株式数 

１ 
中
なか

 野
の

 健二郎
け ん じ ろ う

 

（1947 年 8 月 13 日） 

1971 年 4 月 

 

1998 年 6 月 

2002 年 6 月 

2004 年 4 月 

2005 年 6 月 

2006 年 4 月 

2008 年 4 月 

2010 年 6 月 

 

2016 年 6 月 

2020 年 6 月 

2022 年 6 月 

2022 年 6 月 

2024 年 6 月 

株式会社住友銀行（現株式会社三井住友銀

行）入行 

同 取締役 

株式会社三井住友銀行常務執行役員 

同 常務取締役 

同 代表取締役専務 

同 代表取締役副頭取 

同 代表取締役副会長大阪駐在 

京阪神不動産株式会社（現京阪神ビルディン

グ株式会社）代表取締役社長 

京阪神ビルディング株式会社取締役会長 

阪神高速道路株式会社取締役会長（非常勤） 

同 （再任） 

京阪神ビルディング株式会社特別顧問（現任） 

阪神高速道路株式会社取締役会長（非常勤） 

（再任）（現任） 

なし 

（重要な兼職の状況） 

エイチ・ツー・オー リテイリング株式会社社外取締役（監査

等委員） 

 

２ 
上
う え

 松
まつ

 英
えい

 司
じ

（1959 年 11 月 10 日） 

1984 年 4 月 

2015 年 7 月 

2017 年 7 月 

2019 年 7 月 

2020 年 4 月 

2021 年 7 月 

2022 年 6 月 
2024 年 6 月 
2025 年 6 月 

阪神高速道路公団採用 

阪神高速道路株式会社技術部長 

同 経営企画部長 

同 参与 

同 執行役員 

同 常務執行役員 

同 代表取締役兼専務執行役員 
同 （再任） 
同 代表取締役社長（現任） 

なし 
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３ 
北
き た

 村
むら

 知
と も

 久
ひさ

 

（1964 年 5 月 17 日） 

1987 年 4 月 
2007 年 １月 

 
2009 年 7 月 
2014 年 6 月 
2016 年 7 月 
2017 年 7 月 

 
2018 年 7 月 
2019 年 7 月 
2020 年 7 月 

 
 

2021 年 10 月 
2022 年 6 月 

2025 年 6 月 

建設省採用 
国土交通省土地・水資源局土地政策課土地市
場企画室長 
内閣法制局第二部参事官 
国土交通省土地・建設産業局建設業課長 
同 水管理・国土保全局総務課長 
同 大臣官房審議官（国土政策局、土地・建設
産業局担当） 
同 大臣官房建設流通政策審議官 
同 都市局長 
内閣官房内閣審議官（内閣官房副長官補付） 
（命）内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務
局地方創生総括官補 
東京海上日動火災保険株式会社顧問 
一般財団法人道路新産業開発機構副理事長 

阪神高速道路株式会社代表取締役兼専務執

行役員（現任） 

なし 

 

４ 
髙
たか

 木
ぎ

 秀
ひで

 之
ゆき

 

（1962 年 6 月 9 日） 

1986 年 4 月 

2016 年 7 月 

2019 年 7 月 

2021 年 7 月 

2022 年 6 月 

2024 年 6 月 

2025 年 6 月 

阪神高速道路公団採用 

阪神高速道路株式会社事業開発部長 

同 経営企画部長 

阪神高速トール大阪株式会社常務取締役 

阪神高速道路株式会社執行役員 

同 常務執行役員 

同 取締役兼常務執行役員（現任） 

なし 

 

５ 
東

と

 川
がわ

 直
なお

 正
ま さ

 

（1964 年 4 月 1 日） 

1989 年 4 月 

2011 年 7 月 

 

2013 年 8 月 

2016 年 6 月 

2017 年 5 月 
2018 年 7 月 
2019 年 7 月 
2021 年 7 月 
2022 年 7 月 

 

建設省採用 

国土交通省国土政策局広域地方政策課調整

室長 

京都府建設交通部長 

国土交通省近畿地方整備局道路部長 

同 関東地方整備局企画部長 

同 道路局国道・技術課長 

同 大臣官房審議官 

同 近畿地方整備局長 

公益社団法人２０２５年日本国際博覧会協会 

理事・副事務総長 

なし 

 

６ 
杉
すぎ

 浦
う ら

 正
ま さ

 彦
ひこ

 

（1964 年 3 月 20 日） 

1988 年 4 月 
2020 年 4 月 
2022 年 4 月 
2024 年 4 月 

 
2025 年 4 月 
2025 年 6 月 

兵庫県採用 
同 県土整備部土木局長 
同 土木部長 
公益財団法人兵庫県まちづくり技術センター 
理事長 
同 相談役 
阪神高速道路株式会社執行役員（現任） 

なし 
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（注１）   各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 

（注２）   中野健二郎氏は、社外取締役候補者であります。 

（注３）   中野健二郎氏は、株式会社三井住友銀行及び京阪神ビルディング株式会社で要職を歴

任されるなど、経営者としての豊富な経験と幅広い識見を有しておられますことから、社外

取締役候補者としたものであります。 

（注４）   中野健二郎氏は、現在、当社の社外取締役であり、当社は同氏との間で責任限度額を会

社法第 425 条第 1 項に定める最低責任限度額とする、責任限定契約を締結しております。

同氏の再任が承認された場合、当社は同氏との間の責任限定契約を継続する予定であり

ます。 

（注５）   当社は、取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契

約を保険会社との間で締結しており、保険料を当社が負担しております。当該保険契約で

は、被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因し

て損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填さ

れることとなります。上記取締役候補者の選任が承認された場合、同候補者は当該保険契

約の被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同

様の内容で更新することを予定しております。 
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第３号議案 監査役選任の件 

  監査役３名全員は、本総会の終結の時をもって任期満了となりますので、監査

役３名の選任をお願いしたいと存じます。 

なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。 

  監査役候補者は、次のとおりであります。 
 

候補者 

番号 
氏 名 

（生年月日） 

略歴、当社における地位、担当 

（重要な兼職の状況） 

所有する

当社の 

株式数 

１ 
池
いけ

 田
だ

   宏
ひろし

 

（1969 年 4 月 22 日） 

1993 年 4 月 

2015 年 8 月 

2017 年 8 月 

2019 年 8 月 

2021 年 1 月 

2021 年 8 月 

2022 年 8 月 

2024 年 6 月 

警察庁採用 

大阪府警察本部生活安全部長 

内閣官房内閣参事官（内閣人事局） 

中部管区警察局総務監察・広域調整部長 

警察庁刑事局捜査支援分析管理官 

島根県警察本部長 

警察大学校教務部長 

阪神高速道路株式会社監査役（現任） 

なし 

 

２ 
近
こん

 藤
ど う

 三
み

津
つ

枝
え

 

（1953 年 6 月 14 日） 

ジャーナリスト、キャスターとして、経済・環境問題をテーマ
に、経済ドキュメンタリー番組などを制作 
１997 年 アメリカ国務省招待によりＩＶＬＰ研修留学、全米の
企業を研究・取材 

なし 

2005 年 9 月 
2013 年 6 月 

 
2013 年 7 月 
2015 年 12 月 

 
2018 年 6 月 
2022 年 6 月 

衆議院議員（二期） 
公益財団法人松下社会科学振興財団評
議員（現任） 
学校法人甲南女子学園評議員（現任） 
日越大学構想の推進に関する有識者会
議構成員 
阪神高速道路株式会社監査役 
同 （再任）（現任） 

（重要な兼職の状況） 

公益財団法人松下社会科学振興財団評議員 

学校法人甲南女子学園評議員 
 

３ 
田
た

 代
し ろ

 千
ち

 治
はる

 

（1958 年 11 月 1 日） 

1981 年 4 月 
2015 年 7 月 
2018 年 7 月 
2019 年 6 月 
2020 年 6 月 
2023 年 6 月 
2024 年 6 月 

 
2024 年 6 月 

阪神高速道路公団採用 
阪神高速道路株式会社経理部長 
阪神高速サービス株式会社取締役 
同 常務取締役 
同 代表取締役社長 
同 取締役相談役 
日本高速道路インターナショナル株式会
社社外監査役（現任） 
阪神高速道路株式会社監査役（現任） 

なし 

（重要な兼職の状況） 

日本高速道路インターナショナル株式会社社外監査役 
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（注１）   各候補者と当社の間には、特別の利害関係はありません。 

（注２）   池田宏氏及び近藤三津枝氏は、社外監査役候補者であり、豊富な業務経験と見識を活か

し、会社全体の業務の適正性を確保する観点からの監査を期待しております。 

（注３）   監査役候補者池田宏氏、近藤三津枝氏及び田代千治氏の選任が承認された場合、当社

は、同氏らとの間で責任限定契約を締結する予定であります。 

その契約内容の概要は次のとおりです。 

・監査役が任務を怠ったことによって当社に損害賠償責任を負う場合は、会社法第 425 条

第 1 項に定める最低責任限度額を限度として、その責任を負う。 

・上記責任が認められるのは、監査役がその原因となった職務の遂行について善意でかつ

重大な過失がないときに限るものとする。 

（注４）   当社は、取締役、監査役及び執行役員の全員を被保険者とする役員等賠償責任保険契約

を保険会社との間で締結しており、保険料を当社が負担しております。当該保険契約では、

被保険者が会社の役員等としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因して損

害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が補填される

こととなります。上記監査役候補者の選任が承認された場合、同候補者は当該保険契約の

被保険者に含められることとなります。なお、当社は、当該保険契約を任期途中に同様の内

容で更新することを予定しております。 
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